
告
　
　
示

○
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申

請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
環
境
管
理
課
）

一

○
保
安
林
の
皆
伐
面
積
の
限
度
の
公
表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
み
ど
り
保
全
課
）

二

○
救
急
病
院
又
は
救
急
診
療
所
の
認
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
医
務
国
保
課
）

○
公
有
水
面
埋
立
工
事
の
竣
功
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
水
　
産
　
課
）

四

○
道
路
の
位
置
指
定
の
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

五

○
道
路
の
位
置
指
定
の
廃
止
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

公
　
　
告

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

○
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
計
画
の
適
否
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

六

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

●
香
川
県
告
示
第
五
十
三
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
二
月
一
日

（
第
九
二
〇
六
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 9 号

平成 17 年

2 月 1 日（火曜日）

一

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

告

示

1
申
請
の
概
要

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

香
川
郡
直
島
町
4049番

地
の
1

三
菱
マ
テ
リ
ア
ル
株
式
会
社
直
島
製
錬
所

直
島
製
錬
所
長
　
武
藤
　
達
家

事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

香
川
郡
直
島
町
4049番

地
の
1

三
菱
マ
テ
リ
ア
ル
株
式
会
社
直
島
製
錬
所

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
の
内
容

中
央
排
水
口
に
お
け
る
排
出
水
を
、
東
排
水
口
及
び
西
排
水
口
に
振
り
分
け
て
排
出
す
る
。
な

お
、
当
該
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
量
及
び
汚
濁
負
荷
量
に
増
減
は
な
い
。

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

変
更
な
し
。

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

変
更
な
し
。

排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

浮
遊
物
質
量

23

窒
素
含
有
量

10

り
ん
含
有
量

1

347,494
排
出
水
の
量

30205

394,993

22.995101

347,638

30205

395,137

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

東
　
　
　
　
排
　
　
　
　
水
　
　
　
　
口

排
出
水
の

汚
染
状
態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

5.6～
8.6

5.6～
8.6

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

2
2

5.0～
9.0

5.0～
9.0

通
　
常

通
　
常

最
　
大

最
　
大

10
10

項
　
　
　
　
目

変
　
　
更
　
　
前

変
　
　
更
　
　
後

し
ゆ
ん



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
二
月
一
日

（
第
九
二
〇
六
号
）

二

●
香
川
県
告
示
第
五
十
四
号

森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
平
成

十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
保
安
林
皆
伐
面
積
の
限
度
を

次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
告
示
第
五
十
五
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救
急

病
院
又
は
救
急
診
療
所
と
し
て
次
の
医
療
機
関
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

（
備
考
）
今
回
の
申
請
は
、
中
央
排
水
口
に
お
け
る
排
出
水
を
、
東
排
水
口
及
び
西
排
水
口
に
振
り
分
け

て
排
出
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
当
該
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
量
及
び
汚
濁
負
荷
量

に
増
減
は
な
い
。

2
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

期
間

平
成
17年

2
月
1
日
か
ら
平
成
17年

2
月
22日
ま
で

場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課
及
び
直
島
町
企
画
環
境
課

平
成
17年
度
（
平
成
17年

4
月
1
日
～
平
成
18年

3
月
31日
）
保
安
林
伐
採
限
度
計
画

区
　
分

単
位
面
積

保
安
林
の
皆
伐
面
積
の
限
度
（
ha）

水
源
か
ん
養

保
　
安
　
林
土
砂
流
出

防
備
保
安
林
干
害
防
備

保
　
安
　
林
魚
　
つ
　
き

保
　
安
　
林

合
　
　
　
　
計

29.68
14.94

5.92
50.54

小
　
　
　
豆

161.94
130.36

292.30
大
　
　
　
川

209.93
44.26

0.40
1.26

255.85
中
　
　
　
讃

340.64
55.66

396.30
仲
　
多
　
度

27.68
97.48

125.16
三
　
　
　
豊

769.87
342.70

0.40
7.18

1,120.15
県
　
　
　
計

浮
遊
物
質
量

10

窒
素
含
有
量

10

り
ん
含
有
量

1

4,244
排
出
水
の
量

30205

6,873

101010

302050

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

中
　
　
　
央
　
　
　
排
　
　
　
水
　
　
　
口

排
出
水
の

汚
染
状
態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

5.6～
8.6

5.6～
8.6

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

2
2

5.0～
9.0

5.0～
9.0

通
　
常

通
　
常

最
　
大

最
　
大

10
10

項
　
　
　
　
目

変
　
　
更
　
　
前

変
　
　
更
　
　
後

浮
遊
物
質
量

23

窒
素
含
有
量

10

り
ん
含
有
量

1

88,005
排
出
水
の
量

30205

100,371

22.421101

92,105

30205

107,100

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

西
　
　
　
　
排
　
　
　
　
水
　
　
　
　
口

排
出
水
の

汚
染
状
態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

5.6～
8.6

5.6～
8.6

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

2
2

5.0～
9.0

5.0～
9.0

通
　
常

通
　
常

最
　
大

最
　
大

10
10

項
　
　
　
　
目

変
　
　
更
　
　
前

変
　
　
更
　
　
後



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
二
月
一
日

（
第
九
二
〇
六
号
）

三

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

認
定
番
号
　
認
定
の
有
効
期
間
　
　

医
療
機
関
名
　
　
　
　

所
　
　
在
　
　
地

一
七
―
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
香
川
県
立
白
鳥
病
院
　
　
　
　
　
東
か
が
わ
市
松
原
九
六
三

一
七
―
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
香
川
県
立
津
田
病
院
　
　
　
　
　
さ
ぬ
き
市
津
田
町
津
田
一
六

七
三

一
七
―
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ぬ
き
市
民
病
院
　
　
　
　
　
　
さ
ぬ
き
市
寒
川
町
石
田
東
甲

三
八
七
―
一

一
七
―
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ツ
ミ
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ぬ
き
市
志
度
二
二
一
四
―

七
一

一
七
―
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
米
澤
整
形
外
科
　
さ
ぬ
き
市
志
度
一
九
三
九
―

医
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

一
七
―
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
田
整
形
外
科
医
院
　
　
　
　
　
東
か
が
わ
市
土
居
一
八
六

一
七
―
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
海
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
豆
郡
内
海
町
片
城
甲
四
四

―
九
五

一
七
―
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
庄
町
国
民
健
康
保
健
土
庄
中
　
小
豆
郡
土
庄
町
渕
崎
甲
一
四

央
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
〇
―
二

一
七
―
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牟
礼
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
豆
郡
内
海
町
安
田
甲
三
三

一
七
―
一
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
香
川
県
立
中
央
病
院
　
　
　
　
　
高
松
市
番
町
五
丁
目
四
―
一

六

一
七
―
一
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
民
病
院
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
宮
脇
町
二
丁
目
三
六

―
一

一
七
―
一
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
香
川
町
国
民
健
康
保
険
香
川
病
　
香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
一

院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
〇

一
七
―
一
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
赤
十
字
病
院
　
　
　
　
　
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
―
三

一
七
―
一
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
社
会
保
険
栗
林
病
院
　
　
　
　
　
高
松
市
栗
林
町
三
丁
目
五
―

九

一
七
―
一
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
天
神
前
四
―
一
八

一
七
―
一
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
香
川
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
　
高
松
市
屋
島
西
町
一
八
五
七

合
会
屋
島
総
合
病
院
　
　
　
　
　
―
一

一
七
―
一
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
恵
愛
会
外
科
整
形
外
　
高
松
市
瓦
町
一
丁
目
四
―
五

科
西
川
病
院

一
七
―
一
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
和
光
会
前
田
病
院
　
　
高
松
市
東
ハ
ゼ
町
八
二
四

一
七
―
一
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
祐
和
会
井
川
病
　
高
松
市
藤
塚
町
一
丁
目
一
一

院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
一

一
七
―
二
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
財
団
博
仁
会
キ
ナ
シ
　
高
松
市
鬼
無
町
佐
藤
五
四
―

大
林
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

一
七
―
二
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
仁
樹
会
オ
サ
カ
　
香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
二

病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

一
七
―
二
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
和
広
会
伊
達
病
　
高
松
市
観
光
町
五
八
八
―
八

院

一
七
―
二
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
整
形
外
科
吉
峰
病
院
　
　
　
　
　
高
松
市
番
町
一
丁
目
四
―
一

三

一
七
―
二
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
樫
村
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
田
郡
三
木
町
平
木
五
六
―

七

一
七
―
二
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
大
塚
整
形
外
科
　
高
松
市
中
央
町
一
―
二
八

医
院

一
七
―
二
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
海
部
医
院
　
　
　
高
松
市
高
松
町
二
三
六
五

一
七
―
二
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
高
松
脳
神
経
外
　
高
松
市
檀
紙
町
一
五
九
三
―

科
・
外
科
医
院
　
　
　
　
　
　
　
一

一
七
―
二
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
太
隆
会
タ
ム
ラ
　
高
松
市
上
天
神
町
一
三
〇
―

整
形
外
科
医
院
　
　
　
　
　
　
　
三

一
七
―
二
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
温
光
会
屋
島
整
　
高
松
市
高
松
町
三
〇
〇
九
―

形
外
科
医
院
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

一
七
―
三
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
井
外
科
胃
腸
科
医
院
　
　
　
　
高
松
市
田
村
町
三
三
二
―
四

平
成
十
七
年
二
月

一
日
か
ら

平
成
二
十
年
一
月

三
十
一
日
ま
で



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
二
月
一
日

（
第
九
二
〇
六
号
）

四

一
七
―
三
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
つ
く
し
会
三
好
　
高
松
市
亀
井
町
二
二
六
―
一

外
科
胃
腸
科
医
院

一
七
―
三
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
渋
谷
整
形
外
科
　
木
田
郡
牟
礼
町
牟
礼
九
八
六

医
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
一

一
七
―
三
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
　
善
通
寺
市
仙
遊
町
二
丁
目
一

善
通
寺
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
―
一

一
七
―
三
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
合
病
院
坂
出
市
立
病
院
　
　
　
坂
出
市
文
京
町
一
丁
目
六
―

四
三

一
七
―
三
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
香
川
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
　
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
滝
宮
四

合
会
滝
宮
総
合
病
院
　
　
　
　
　
八
六

一
七
―
三
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
財
団
大
樹
会
総
合
病
　
坂
出
市
室
町
三
丁
目
五
―
二

院
回
生
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
八

一
七
―
三
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
誠
和
会
中
野
外
　
丸
亀
市
土
器
町
東
三
丁
目
六

科
・
胃
腸
科
医
院
　
　
　
　
　
　
一
七

一
七
―
三
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
　
善
通
寺
市
善
通
寺
町
二
六
〇

香
川
小
児
病
院
　
　
　
　
　
　
　
三

一
七
―
三
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
有
史
会
高
畠
病
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
名
五
〇

院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
―
一

一
七
―
四
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
詫
間
町
立
国
民
健
康
保
険
永
康
　
三
豊
郡
詫
間
町
大
字
詫
間
一

病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
一

一
七
―
四
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
豊
総
合
病
院
　
　
　
　
　
　
　
三
豊
郡
豊
浜
町
大
字
姫
浜
七

〇
八

一
七
―
四
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
深
田
記
念
会
松
井
病
　
観
音
寺
市
村
黒
町
七
三
九

院

一
七
―
四
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
川
整
形
外
科
病
院
　
　
　
　
　
三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
下
勝
間

一
六
二
三
―
一

一
七
―
四
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
力
正
会
小
林
整
　
観
音
寺
市
柞
田
町
甲
六
〇
六

形
外
科
医
院
　
　
　
　
　
　
　
　
―
四

一
七
―
四
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
保
整
形
外
科
外
科
医
院
　
　
　
観
音
寺
市
柞
田
町
甲
二
〇
九

八

●
香
川
県
告
示
第
五
十
六
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
竣
功
を
認
可
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
土
庄
町
役
場
農
林
水
産
課
に
お
い
て
平
成
十
七
年
二
月
一
日
か
ら
十
年
間
閲
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
竣
功
認
可
年
月
日

平
成
十
七
年
一
月
二
十
四
日

二
　
竣
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

土
庄
町

小
豆
郡
土
庄
町
甲
五
五
九
番
地
二

土
庄
町
長
　
三
木
佑
二
郎

三
　
埋
立
区
域

１
　
位
置

小
豆
郡
土
庄
町
大
字
伊
喜
末
字
赤
崎
一
番
地
三
の
地
先
公
有
水
面
、
同
町
大
字
小
江
字
赤
崎
三
六

番
地
四
一
、
三
六
番
地
三
五
、
三
六
番
地
三
七
、
三
六
番
地
三
六
、
三
六
番
地
三
四
の
地
先
公
有
水

面
及
び
同
町
大
字
小
江
字
赤
崎
三
六
番
地
八
、
三
六
番
地
七
、
三
六
番
地
六
、
三
六
番
地
五
、
三
六

番
地
四
、
二
二
三
七
番
地
八
、
二
二
三
七
番
地
二
、
二
二
三
七
番
地
三
、
七
二
番
地
三
、
七
二
番
地

四
、
九
〇
番
地
二
、
九
一
番
地
二
、
九
三
番
地
四
、
九
三
番
地
三
、
九
三
番
地
二
、
九
五
番
地
、
九

六
番
地
五
、
九
六
番
地
二
、
九
六
番
地
三
、
九
八
番
地
一
、
九
九
番
地
一
に
接
す
る
無
番
地
の
地
先

公
有
水
面

２
　
区
域

次
の
各
地
点
の
う
ち
①
の
地
点
か
ら
⑥
の
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
①
と
⑥
の
地
点
を
結
ぶ
平

成
十
五
年
十
二
月
八
日
付
け
一
五
水
産
第
四
六
九
三
一
号
で
竣
功
認
可
さ
れ
た
埋
立
地
と
公
有
水
面

と
の
境
界
線
（
Ｄ
・
Ｌ
・
＋
二
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定
）
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

し
ゆ
ん

し
ゆ
ん

し
ゆ
ん



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
二
月
一
日

（
第
九
二
〇
六
号
）

五

①
の
地
点
　
小
豆
郡
土
庄
町
大
字
伊
喜
末
字
高
尾
二
四
三
の
三
番
地
の
国
土
地
理
院
四
等
三
角
点

伊
喜
末
（
北
緯
三
四
度
三
〇
分
五
五
・
一
〇
五
二
秒
、
東
経
一
三
四
度
一
〇
分
一
七
・
〇

九
五
三
秒
）
か
ら
二
七
三
度
一
一
分
二
二
秒
　
五
二
二
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点
　
①
の
地
点
か
ら
二
六
〇
度
二
二
分
四
三
秒
　
四
四
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点
　
②
の
地
点
か
ら
三
三
一
度
二
二
分
四
三
秒
　
一
一
四
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点
　
③
の
地
点
か
ら
六
一
度
二
二
分
四
三
秒
　
一
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点
　
④
の
地
点
か
ら
一
五
一
度
二
二
分
四
三
秒
　
一
〇
一
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点
　
⑤
の
地
点
か
ら
六
一
度
二
二
分
四
三
秒
　
二
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３
　
面
積

二
、
七
八
五
・
〇
三
平
方
メ
ー
ト
ル

四
　
埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

五
　
埋
立
免
許
年
月
日
及
び
番
号

１
　
免
許
年
月
日

平
成
十
二
年
七
月
二
十
一
日

２
　
免
許
番
号

一
二
水
Ａ
第
二
二
号

●
香
川
県
告
示
第
五
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
五
年
一
月
二
十
一
日
長
土
指
道
第
十
二
号
（
香
川
県
告
示
第
三
七
号
）
で
行
っ
た
道
路
の
位
置
の
指

定
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
定
番
号
　
　
　
　
長
土
指
道
　
第
十
六
号

二
　
指
定
年
月
日
　
　
　
　
平
成
十
七
年
一
月
十
八
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置

変
更
前
　
さ
ぬ
き
市
長
尾
東
字
坊
丁
七
〇
七
―
一
、
七
〇
八
―
五
、
七
〇
九
―
一
、
七
一
三
―
二
、

七
一
三
―
四
及
び
同
地
先
農
道
・
水
路

変
更
後
　
さ
ぬ
き
市
長
尾
東
字
坊
丁
七
〇
七
―
一
、
七
〇
八
―
五
、
七
〇
九
―
一
、
七
一
三
―
二
、

七
一
三
―
四
、
七
一
三
―
五
、
七
一
四
―
一
か
ら
七
一
四
―
三
及
び
同
地
先
農
道
・
水
路

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

変
更
前
　
幅
員
　
五
・
六
五
メ
ー
ト
ル
〜
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長
　
四
〇
・
一
四
メ
ー
ト
ル

変
更
後
　
幅
員
　
五
・
六
五
メ
ー
ト
ル
〜
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長
　
八
六
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
五
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
平
成

九
年
六
月
十
六
日
指
道
第
二
十
号
（
香
川
県
告
示
第
四
八
〇
号
）
で
行
っ
た
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の

よ
う
に
廃
止
し
た
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
廃
止
年
月
日
　
平
成
十
七
年
一
月
十
九
日

二
　
指
定
を
廃
止
す
る
道
路
の
位
置
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
居
字
万
燈
九
四
〇
―
一
及
び
九
四
〇
―
一
七

三
　
指
定
を
廃
止
す
る
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
四
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

延
長
　
六
二
・
八
三
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
坂
出
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
五
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市

川
島
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

公

告



平
成
十
七
年
二
月
一
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
二
月
一
日

（
第
九
二
〇
六
号
）

六

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

一
　
退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
退
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
溝
渕
　
武
男
　
高
松
市
川
島
本
町
三
二
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
六
、
三
、
三
一

〃
　
　
　
佐
藤
　
喜
八
　
〃
　
　
川
島
東
町
一
三
三
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
六
、
九
、
一
一

〃
　
　
　
野
口
　
富
士
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
三
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
黒
川
　
　
武
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
六
九
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
橋
谷
　
　
清
　
〃
　
　
由
良
町
一
〇
九
二
番
地
三
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
川
原
喜
久
一
　
〃
　
　
〃
　
　
　
六
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
東
原
　
博
美
　
〃
　
　
川
島
東
町
一
五
五
五
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

二
　
就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
就
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
佐
藤
　
喜
八
　
高
松
市
川
島
東
町
一
三
三
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
六
、
九
、
一
二

〃
　
　
　
入
谷
　
恒
夫
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
一
一
一
番
地
一
七
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
野
口
　
富
士
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
三
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
川
田
　
俊
徳
　
〃
　
　
由
良
町
四
八
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
宮
武
　
正
明
　
〃
　
　
川
島
本
町
四
八
七
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
嶋
村
　
成
正
　
〃
　
　
川
島
東
町
二
〇
三
六
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
西
岡
　
員
一
　
〃
　
　
由
良
町
四
三
九
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

●
香
川
県
公
告
第
五
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三

豊
郡
財
田
町
土
地
改
良
区
の
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
ほ
場
整
備
事
業
）
高
祖

谷
東
地
区
）
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
適
当
と
す
る
旨
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
財
田
町
事
業
課
に
お
い
て
平
成
十
七
年
二
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
五
十
九
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

丸
亀
市
三
条
町
字
黒
嶋
一
一
三
〇
―
一
、
一
一
三
一
―
一
、
一
一
三
二
―
一
、
一
一
三
三
―
一
、
一

一
三
三
―
二
、
一
一
三
八
―
一
、
一
一
三
九
―
一
及
び
一
一
四
〇
―
一

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
礼
一
〇
九
二
―
三
　
株
式
会
社
き
む
ら
　
代
表
取
締
役
　
木
村
宏
雄


